
 平成２７年９月 

関 係 各 位 

                     東  京  税  関 

 

「薬物及び銃器取締強化期間」における協力依頼について 

 

平素から税関行政に対し、ご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

税関は、覚醒剤・大麻・指定薬物※等の不正薬物及び拳銃等のいわゆる社会悪物品の密輸

阻止を最重要課題の一つとして位置付け、警察、海上保安庁等関係機関との連携を強化し、

積極的な水際取締りを実施しているところです。 

平成26年の全国の税関における覚醒剤・大麻等の不正薬物の押収量は約630㎏と3年連

続で600㎏を超え、依然として深刻な状況にあります。特に覚醒剤の押収量は約549㎏と過

去5番目を記録したこともあり、税関による不正薬物の水際取締りに対する期待は、より一

層高いものとなっております。 

このような中、東京税関においては、本年10月1日(木)から10月15日(木)までを「薬

物及び銃器取締強化期間」として水際取締りを強化すると共に、フランスにおける連続テロ

事件及びシリアにおける邦人拘束事件を鑑み、テロ対策として検査、巡回、検問等を強化す

ることといたしましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、不正薬物及び拳銃等の密輸に関する不審な情報及び不審物等に関する情報がありま

したら、どんな些細なものでも結構ですので、最寄の税関又は 

・密輸ダイヤル（２４時間受付）０１２０－
シ ロ イ   ク ロ イ

４６１－９６１ 

・東京税関ホームページ(www.customs.go.jp/tokyo/) 

「密輸情報提供のお願い」 

までご一報下さいますよう併せてお願いいたします。 

※ 本年4月1日に関税法が改正され、税関では指定薬物の取締りを行っています。 



 

 

 

連 絡 先：密輸ダイヤル（0120-461
シロイ

-961
クロイ

） 
税関ホームページ：http://www.customs.go.jp/ 不正薬物・けん銃等の密輸阻止にご協力を 

 
 

 港湾において不審者等を見かけたら 

税関にお知らせください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船舶乗組員から覚醒剤を摘発 

（平成２６年３月、大阪税関本関  摘発）  

国際フェリー旅客から液状大麻を摘発 

（平成２６年１２月、函館税関小樽税関支署  摘発）  

中華人民共和国から来日したアイルランド人旅客から、

液状大麻約７２０グラムを摘発しました。液状大麻は、

絵具チューブ内に隠匿されていました。  

ロシア来外国船の乗組員（ロシア人）が陸揚げした覚醒剤

２６，７２９グラムを摘発しました。  

絵具チューブ内に隠匿  

 

陸揚げされた覚醒剤の塊  

 



 

 

 

連 絡 先：密輸ダイヤル（0120-461
シロイ

-961
クロイ

） 
税関ホームページ：http://www.customs.go.jp/ 不正薬物・けん銃等の密輸阻止にご協力を 

 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

空港において不審な旅客を見かけたら 

税関にお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税関イメージキャラクター・カスタム君  

 

（平成２７年３月、門司税関福岡空港税関支署  摘発）  

缶詰から覚醒剤を摘発  

タイ王国から福岡空港に入国したタイ人旅客か

ら、覚醒剤約１，１９２グラムを摘発しました。

覚醒剤は、携行品内の缶詰の中に隠匿されていま

した。  

缶詰内に隠匿  

 

リュックサックから覚醒剤を摘発  

中華人民共和国から中部空港に到着した日本人旅

客から、覚醒剤約５，９７２グラムを摘発しまし

た。覚醒剤は、スーツケース内に収納したリュッ

クサックに隠匿されていました。  

（平成２７年６月、名古屋税関中部空港税関支署  摘発）  

リュックサック内に隠匿  

 

酒瓶から覚醒剤を摘発  

メキシコ共和国から成田空港に入国したメキシ

コ人旅客から、覚醒剤約１，６３３グラムを含有

する溶液を摘発しました。覚醒剤は、スーツケー

ス内のテキーラ瓶２本に隠匿されていました。  

テキーラ瓶内に隠匿  

 

（平成２７年４月、東京税関成田税関支署  摘発）  



 

 

 

連 絡 先：密輸ダイヤル（0120-461
シロイ

-961
クロイ

） 
税関ホームページ：http://www.customs.go.jp/ 不正薬物・けん銃等の密輸阻止にご協力を 

 
 

                                                           

 

 

 
 

 

 

税関イメージキャラクター・カスタム君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茶袋内から覚醒剤及び大麻を摘発 

摘発した商標権を侵害するバッグ、衣類等  

 

中華人民共和国から到着した郵便物から覚醒剤

約１６８グラム及び大麻約４９１グラムを摘発

しました。覚醒剤及び大麻は、茶袋内に隠匿され

ていました。  

商標権侵害物品を摘発  

（平成 2６年６月、東京税関東京外郵出張所  摘発）  

茶袋内に隠匿  

家電製品内から覚醒剤を摘発 

中華人民共和国から到着した郵便物から覚醒剤

約４００グラムを摘発しました。覚醒剤は、家

電製品内に隠匿されていました。  

 

家電製品内に隠匿  

（平成２６年７月、門司税関福岡外郵出張所  摘発）  

中華人民共和国から到着した郵便物から商標権を

侵害するバッグ、衣類等合計３０５点を摘発しまし

た。  

（平成 2６年１２月～平成２７年４月、  

         神戸税関姫路税関支署）  



 

 

 

 

連 絡 先：密輸ダイヤル（0120-461
シロイ

-961
クロイ

） 
税関ホームページ：http://www.customs.go.jp/ 不正薬物・けん銃等の密輸阻止にご協力を 

 
 

不審な貨物を見つけたら税関にお知らせください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

メキシコ合衆国から到着した石材から、それぞれ覚醒剤を摘発しました。  

（平成 23 年 9 月、東京税関本関  摘発）  平成２６年１月、横浜税関本牧埠頭出張所に申告された石材  

及び隠匿されていた覚醒剤  約２４，２９４グラム  

石材に隠匿された覚醒剤を摘発 

平成２６年１月  

門司税関博多税関支署が摘発した  

覚醒剤  １４４，６９４グラム  



 

 

 

不審な貨物を見つけたら税関にお知らせください。 

 

連 絡 先：密輸ダイヤル（0120-461
シロイ

-961
クロイ

） 
税関ホームページ：http://www.customs.go.jp/ 不正薬物・けん銃等の密輸阻止にご協力を 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

覚醒剤が隠匿されていた状況  

大麻樹脂を摘発 

ネパール王国から到着した航空貨物から、大麻樹

脂約 6，０００グラムを摘発しました。大麻樹脂

は、サンダル内に隠匿されていました。  

（平成 26 年 2 月、東京税関本関  摘発）  

サンダル内に隠匿  

 

中華人民共和国から到着した航空貨物及び国際郵

便物から、販売目的で密輸入しようとした商標権

を侵害する携帯電話機用ケース及び紙箱合計２３

８点を摘発しました。  

（平成２６年６月～９月、神戸税関呉税関支署）  

商標権侵害物品を摘発  

摘発した商標権を侵害する携帯電話機用ケース及び紙箱  

 

覚醒剤を摘発 

中華人民共和国から到着した航空貨物から、覚醒

剤約８，０８０グラムを摘発しました。覚醒剤は、

パソコン用冷却器内に隠匿されていました。  

（平成２７年３～４月、大阪税関関西空港税関支署  摘発）  

パソコン用冷却器内に隠匿  



 

  

不審な貨物を見つけたら税関にお知らせください。 

 
連 絡 先：密輸ダイヤル（0120-461

シロイ

-961
クロイ

） 
税関ホームページ：http://www.customs.go.jp/ 危 険 ド ラ ッ グ の 密 輸 阻 止 に ご 協 力 を 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

覚醒剤が隠匿されていた状況  

発見した危険ドラッグの一例 

「危険ドラッグ」は、インターネットサイト等で簡単に購入でき、国際郵便物や航

空貨物で日本に送られてきています。 

「危険ドラッグ」には、「麻薬や指定薬物」の成分を含有したものもあり、非常に

危険です。 

税関では、「危険ドラッグ」の密輸入についての情報提供をお願いしております。 

※平成２７年４月１日から、指定薬物は関税法上の「輸入してはならない貨物」に追加されています。 
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